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は じ め に 

 

令和７（2025）年３月６日、多摩都市モノレールの

箱根ケ崎方面延伸に関連する複数の都市計画決定が、告

示されました。瑞穂町の発展に欠かせない高速鉄道とし

て、正式に都市計画に位置付けられた歴史的瞬間です。

東京都は、延伸部分について、2030 年代半ばの開業を

目指しています。今後は、事業認可等の手続きを経て、

東京都及び多摩都市モノレール株式会社が、事業に着手

します。瑞穂町としても円滑な事業進捗を後押ししてい

きます。 

一方、モノレール延伸の効果を最大限に引き出すための新たなまちづくりは、地

元自治体が主体となって推進する必要があります。そこで、本計画では、第５次瑞

穂町長期総合計画をはじめとする関連計画と連携し、産業の基礎である農業と、東

京都の生産力の一翼を担う工業を主軸に据え、将来における瑞穂町の発展性を確保

するための大きな方向性を示しました。 

Ｎｏ.６駅周辺まちづくりでは、生産人口が減少する中で、生産性を高めるスマート

農業や、工業のデジタル技術開発など、将来にわたり持続可能な産業形成を目指

し、その基礎を築きます。 

Ｎｏ.７駅周辺まちづくりは、ＪＲ八高線と多摩都市モノレールの接続地点であり、

町の中心市街地として、にぎわいの創出と、地域交流の活性化を促す人の流れを作

り出します。 

また、町内各地域と駅をつなぐ、交通アクセス環境の向上も重要です。継続可能

で、利便性を兼ね備えた再編が重要となります。令和７年度策定予定の瑞穂町地域

公共交通計画では、コミュニティバスやデマンド交通、バス自動運転等を組み合わ

せた地域公共交通のあるべき姿を検討します。 

公共交通網の形成は、延伸関係自治体はもとより、青梅市や羽村市、さらには埼

玉県入間市などとの連携をはかりたいと思います。 

現段階では、基本的な計画に留まりますが、今後は、より詳細かつ具体的な事業

計画を策定し、まちづくりに着手します。瑞穂町の持続可能な発展のために極めて

重要な取組です。町の全力を挙げて本計画を推進していきます。 

結びに、計画策定にあたり、住民意見募集やまちづくり懇談会等の機会におい

て、貴重なご意見をいただきました住民の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

令和７年３月 

瑞穂町長 杉浦 裕之
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第１章 計画の概要                                  

（１）計画の目的                                     

現在、東京都は、多摩都市モノレールの箱根ケ崎方面延伸を計画しています。瑞穂町に

おいては、２か所の新駅（（仮称）No.６駅、（仮称）No.７駅）が計画されており、これによ

り、町及び多摩地域の公共交通ネットワークが強化されます。また、新駅周辺における、

モノレール延伸を契機としたまちづくりの進展が、町全体、ひいては多摩地域全体の発展

にも波及していくことが期待されます。 

これを背景に、町では令和５年度に「瑞穂町多摩都市モノレール新駅周辺まちづくり基

本構想」（以下「基本構想」という。）を策定しました。「多摩都市モノレール延伸を契機と

した瑞穂町まちづくり基本計画」（以下「基本計画」という。）は、基本構想を踏まえ、町

全体に関するまちづくりの方向性及び新駅周辺のまちづくりに関する基本的な計画につい

てとりまとめたものです。 

 注）本計画では、便宜上一部を除き、新駅の（仮称）は省略しています。 

 

（２）上位関連計画との関係                               

基本計画と上位関連計画との関係は、次に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画と上位関連計画との関係 

モノレール沿線まちづくり構想（平成３０年１２月） 

／東大和市・武蔵村山市・瑞穂町 

瑞穂町都市計画マスタープラン（令和３年３月） 

瑞穂町農業振興計画（令和３年３月） 

瑞穂町産業振興ビジョン（令和４年３月） 等 

第５次瑞穂町長期総合計画（令和３年３月） 

多摩都市モノレール延伸を契機とした 

瑞穂町まちづくり基本計画（令和７年３月） 

瑞穂町多摩都市モノレール 

新駅周辺まちづくり基本構想（令和６年３月） 
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第２章 多摩都市モノレールの延伸計画について                         

（１）多摩都市モノレール延伸計画                                     

同計画は、多摩都市モノレールの現在の末端である上北台駅から、武蔵村山市内を通り、

ＪＲ箱根ケ崎駅付近までの約７．０ｋｍを延伸するものです。延伸部には、７つの新駅が

計画されており、瑞穂町内には、No.６駅と No.７駅が設置される予定です。 

 

図：多摩都市モノレール延伸計画区間及び新駅計画位置 

（出典：多摩都市モノレール延伸（上北台～箱根ケ崎）計画及び関連する都市計画道路都市計画案及び環境影響評価書案

について／東京都・多摩都市モノレール株式会社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モノレール延伸の実現により、箱根ケ崎から多摩センターまでが乗換えなしでつながり、

アクセス利便性の向上とともに、多摩地域全体の活力や魅力の向上等が期待されます。な

お、既存開業区間においては、次のような効果が確認されました。 

 

図：モノレール開業の効果（例：既存開業区間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動時間の短縮 上北台駅～立川北駅間が 30 分（バス）→13 分（モノレール）に短縮 

夜間人口の増加 

施設利用の増加 

開業区間の全駅周辺夜間人口が増加 

出典：モノレール沿線まちづくり構想（平成 30 年 12 月／東大和市・武蔵村山市・瑞穂町） 

多摩動物公園の利用者が２割近く増加 
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（２）No.６駅の概要                                    

No.６駅は、殿ヶ谷土地区画整理事業区域の北西端付近の新青梅街道上に計画されていま

す。道路幅員は、現在の１８ｍから３０ｍ（駅部は３７ｍ）に拡幅され、安全でゆとりの

ある歩行者空間と自転車走行空間が整備されます。 

 

図：No.６駅の概要 

（出典：「多摩都市モノレール延伸（上北台～箱根ケ崎）計画及び関連する都市計画道路都市計画案及び環境影響評価書

案について／東京都・多摩都市モノレール株式会社」、航空写真は瑞穂町所管資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般部断面 No.６駅部断面 

No.６駅のイメージ 
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（３）No.７駅の概要                                 

No.７駅は、ＪＲ八高線箱根ケ崎駅の東側に接する都道１６６号上に計画されています。

道路幅員は、現在の２０ｍから３５．５ｍに拡幅されます。ＪＲ箱根ケ崎駅と No.７駅との

位置関係は、東口駅前広場を挟む形となるため、両者を結ぶ連絡通路を設置する予定です。 

 

図：No.７駅の概要 

（出典：「多摩都市モノレール延伸（上北台～箱根ケ崎）計画及び関連する都市計画道路都市計画案及び環境影響評価書

案について／東京都・多摩都市モノレール株式会社」、航空写真は瑞穂町所管資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◀箱根ケ崎駅側 

No.７駅のイメージ 

都道 166 号 

現状幅員 20ｍ No.７駅部断面 

上北台駅方面 

ＪＲ箱根ケ崎駅 
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第３章 瑞穂町の現況                                       

（１）人口分布                                      

下図は、令和２年時点の人口密度を１ｈａ毎（１００ｍメッシュ）に示したものです。

特に、ＪＲ箱根ケ崎駅周辺や町の南西部、北東部などに人口密度４０人／ｈａ以上の箇所

が多くみられます。 

 

図：令和２年人口分布 

（出典：瑞穂町立地適正化計画（令和７年３月）に加筆、図は国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予

測ツール」ver3.0 より作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  No.７駅 

No.６駅 
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（２）土地利用                                      

ＪＲ箱根ケ崎駅周辺は、都市計画の用途地域上、商業地域や近隣商業地域が広がってい

ますが、実態として住居系中心の土地利用となっています。No.６駅周辺では、新青梅街道

沿道に商業関連施設が集積し、南側では、工場と住居が混在する土地利用になっています。 

 

図：土地利用現況（資料：東京都土地利用現況図（令和４年現在）に加筆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No.７駅 

No.６駅 

ＪＲ箱根ケ崎駅 
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（３）主要道路の交通量                                  

町内主要道路の平日１２時間交通量は、新青梅街道が約３万台で最も多くなっています。

一方、大型車混入率は、国道１６号が３割を超え最も高く、重要な物流道路になっている

ことを示しています。 

 

図：主要道路交通量（資料：令和３年度一般交通量調査結果（国土交通省）を基に作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国道 16 号 

●12 時間交通量 15,935 台 

●大型車混入率  31.9％ 

新青梅街道 

●12 時間交通量 29,359 台 

●大型車混入率  16.4％ 

青梅街道 

●12 時間交通量 10,635 台 

●大型車混入率  12.9％ 

都道 166 号 

●12 時間交通量 12,723 台 

●大型車混入率  8.8％ 
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（４）地域公共交通                                    

①路線バス 

路線バスは、ＪＲ箱根ケ崎駅を中心とし、青梅街道を主軸として運行されています。 

 

図：路線バス網（令和６年４月現在／各事業者ＨＰより調査） 

 

 

 

 

 

 

 

  

※令和７年３月 31 日廃止予定 
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②瑞穂町コミュニティバス 

 町が運営するコミュニティバスの運行路線は、下図のとおりとなっています。 

 

図：コミュニティバス路線図（令和６年１０月１日現在／OpenStreetMap に加筆） 
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③デマンド交通 

 町では、コミュニティバスではカバーできない交通不便地域解消の補完および高齢者等

の免許返納や外出促進に寄与する公共交通手段としての有用性を検証するため、デマンド

交通実証実験運行を令和６年１０月１日から開始しています（令和７年９月３０日までの

予定）。１１８箇所（町外１箇所含む）の停留所を設置しており、会員登録（※）を行うこ

とで利用することができます。 

 

図：デマンド交通「チョイソコみずほまち」の概要（瑞穂町作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会員登録ができる方は、町内在住の(1)満 70 歳以上の方、(2)障害者手帳所持者、(3)妊産

婦（母子健康手帳の交付を受けた日から出産日の 1 年後まで）の方です。 
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（５）鉄道・駐輪場                                                

瑞穂町唯一の鉄道駅であるＪＲ箱根ケ崎駅は、町の玄関口として重要な役割を担ってい

ます。乗車人員は、増加傾向を示しています。 

※2020 年以降については新型コロナウイルスの影響で一時的に減少しています。 

 

図：ＪＲ箱根ケ崎駅の乗車人員の推移 

（資料：ＪＲ東日本公表資料を基に作成）（単位：人／日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 箱根ケ崎駅の駐輪場は、東口と西口それぞれに整備されています。 

 

図：箱根ケ崎駅駐輪場の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

箱根ケ崎駅西口駐輪場 箱根ケ崎駅東口駐輪場 

●階層式（自走式） 

●収容台数 自転車 830 台、バイク 40 台 

●地平式 

●収容台数 自転車 250 台、バイク 30 台 
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（６）地価                                              

 モノレール延伸部周辺の地価公示価格（各年１月１日時点）は下図のとおりです。概ね

横ばい、または微増傾向となっています。 

 

図：瑞穂町の公示地価 

（資料：土地総合情報システム（国土交通省）データを基に国土地理院地図に加筆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東京瑞穂-10】 

R6） 108,000 円/㎡ 

R5） 106,000 円/㎡ 

R4） 105,000 円/㎡ 

R3） 105,000 円/㎡ 

R2） 107,000 円/㎡ 

H31）107,000 円/㎡ 

【東京瑞穂-8】 

R6） 90,900 円/㎡ 

R5） 89,500 円/㎡ 

R4） 88,400 円/㎡ 

R3） 88,400 円/㎡ 

R2） 90,000 円/㎡ 

H31）90,000 円/㎡ 

【東京瑞穂-6】 

R6） 118,000 円/㎡ 

R5） 116,000 円/㎡ 

R4） 115,000 円/㎡ 

R3） 115,000 円/㎡ 

R2） 117,000 円/㎡ 

H31）117,000 円/㎡ 

【東京瑞穂 5-1】 

R6） 118,000 円/㎡ 

R5） 116,000 円/㎡ 

R4） 114,000 円/㎡ 

R3） 114,000 円/㎡ 

R2） 116,000 円/㎡ 

H31）115,000 円/㎡ 

【東京瑞穂-3】 

R6） 107,000 円/㎡ 

R5） 105,000 円/㎡ 

R4） 104,000 円/㎡ 

R3） 104,000 円/㎡ 

R2） 106,000 円/㎡ 

H31）106,000 円/㎡ 

【東京瑞穂-1】 

R6） 92,400 円/㎡ 

R5） 91,200 円/㎡ 

R4） 90,500 円/㎡ 

R3） 90,500 円/㎡ 

R2） 92,200 円/㎡ 

H31）92,500 円/㎡ 

【東京瑞穂 5-2】 

R6） 133,000 円/㎡ 

R5） 131,000 円/㎡ 

R4） 129,000 円/㎡ 

R3） 129,000 円/㎡ 

R2） 130,000 円/㎡ 

H31）127,000 円/㎡ 
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（７）主要施設・事業                                            

多摩都市モノレール延伸部周辺には、下図のとおり主な施設及び事業が分布しています。 

 

図：主な施設・事業（出典：国土地理院地図に加筆） 

 

 

 

 

 

  

瑞穂町役場 

JR 箱根ケ崎駅 

横田基地 

大型商業施設※ 

瑞穂ビューパーク・スカイホール 

瑞穂武道館 瑞穂町図書館 

みずほエコパーク 

瑞穂中央体育館 

殿ヶ谷土地区画整理事業 

箱根ケ崎駅西土地区画整理事業 

No.６駅（計画） 

No.７駅（計画） 

瑞穂町保健センター 

子ども家庭支援センター 

瑞穂町営グランド 

大型商業施設※ 

※大型商業施設とは、大規模小売店舗立地法による店舗面積 1,000 ㎡以上の店舗をいいます。 

大型商業施設※ 



第３章 瑞穂町の現況 

14 

 

 

（８）通勤・通学の状況                                 

 瑞穂町からの通勤・通学先は、羽村市及び青梅市が多数となっています。瑞穂町への通

勤・通学先も同様です。また、入間市をはじめ、都県境を超えた移動も多くあります。 

 

図：通勤・通学の状況（出典：令和２年国勢調査、図は国土地理院地図を基に作成）  

※５００人以上を抽出 
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（９）横田基地による影響                                    

町の南側には横田基地が立地しており、高度制限や騒音などの影響を受けています。こ

のため、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」（昭和４９年法律第１０１号）

に基づき防衛省から交付金を受け、騒音対策などに取り組んでいます。 

なお、横田基地は重要土地等調査法上の特別注視区域の対象となっており、基地の周囲

概ね１，０００ｍの区域内の、面積が２００㎡以上の土地及び建物の取得には国への届け

出が必要となっています。 

 

図：横田基地高度制限（出典：横田基地公表資料に加筆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.７駅 

No.６駅 

※図中の数値は標高を示します。周囲の標高から横田基地の標高 141ｍを差し

引いた数値が制限高さになります。 

横田基地 

JR 箱根ケ崎駅 
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第４章 上位関連計画におけるまちづくりの方向                       

（１）多摩部１９都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（令和３年３月／東京都）          

東京都の都市計画である同方針において、瑞穂町は「多摩イノベーション交流ゾーン（※）」

に位置付けられています。町内では、「殿ケ谷」、「箱根ケ崎」、「武蔵地区」の３箇所が拠点

に位置付けられ、下図のような将来像が示されています。 

 

図：瑞穂町の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【殿ケ谷の将来像】                                                       

・主要幹線道路である新青梅街道の整備状況に合わせ、沿道用途地域の見直しや地区計画、

緑化等を考慮した広がりと厚みのあるみどりの形成が図られるとともに、多摩都市モノレー

ルの延伸を見据え、日常生活やサービスの中心地として機能できるよう、商業・業務等の利

便施設等の集積が図られ、交通の利便性をいかした土地利用や快適な生活の中心地を形

成 

 

【箱根ケ崎の将来像】                                                     

・箱根ケ崎駅周辺では、交通広場や都市計画道路等の都市基盤整備により、交通ターミナル

機能の拡充がなされるとともに、多摩都市モノレール箱根ケ崎方面延伸を見据えた商業・業

務施設の整備・集約化により、人、交通及び情報が集まり、景観的にも美しい町の表玄関と

しての生活の中心地を形成 

 

【武蔵地区の将来像】                                                   

・多摩都市モノレール箱根ケ崎方面延伸等交通アクセスの充実を見据えつつ、既存工業団地

と一体的な産業拠点を形成 

・市街地整備の見通しが明らかになった段階で、農林業との十分な調整を行い、市街化調整

区域から市街化区域に編入し、市街地を形成 

出典：多摩部 19 都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（令和３年３月／東京都） 

瑞穂町 ※多摩イノベーション交流ゾーン  

大学、研究機関等が集積する

地域であり、リニア中央新幹線

や圏央道、多摩都市モノレー

ル等の道路・交通ネットワーク

をいかして、域内外との交流を

活発化し、積極的に挑戦しや

すい環境を整えることにより、

様々な主体の交流を促進し、

新たなアイデアや創意工夫を

引き出しながら多様なイノベー

ションの創出をはかるゾーン 
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（２）多摩のまちづくり戦略（令和７年３月／東京都）                           

同戦略の一つである「ＴＡＭＡまちづくり推進プロジェクト」では、モノレール延伸部

のまちづくりの方向性について、次のとおり示されています。 

 

「ＴＡＭＡまちづくり推進プロジェクト」の概要 

考え方 

・多摩都市モノレールは多摩を南北に縦断する交通ネットワークであり、多摩の成長に欠くことができ

ない基幹的なインフラである。 

・多摩都市モノレール箱根ケ崎方面延伸の機会をとらえ、その延伸部において、狭山丘陵の緑豊かな

環境や、食・農・工など特徴ある地域産業をいかしたまちづくりをすすめ、多摩の魅力を引き上げる

ことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の将来像 

『新しい暮らし方・働き方のモデルとなり、多様な都市機能が人を呼び込み、 
緑の恵みを最大限にいかしたまち』 

エリア全体の共通ポリシー  

・地域の将来像の実現に向けて、地元市町とも連携して沿線地域一体で広域的なまちづくりに取り

組むため、以下の 6 分野でエリア全体を束ねる共通ポリシーを定める。 
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各駅周辺のまちづくりの方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No.６駅：先進農業などイノベーションを創出するまち                               

・No.６駅南側の農地において、デジタル技術を活用したスマート農業を展開 

・スマート農業を通じた様々な産業の交流と新たな担い手づくりを促進 

・自動運転バスの導入などの新たな技術を活用 

・インキュベーションオフィスを整備し、スタートアップ企業を誘致するなど、イノベーション創出環境

を構築 

・地域の産業等と連携し、見学会等を行い、地域内外から人を呼び込む 

 

 No.７駅：モノレールとＪＲで結ばれる西側の玄関口                                

・ＪＲとの乗換利便性の確保、機能的で人にやさしい駅前広場の整備を促進 

・駅周辺の空間を活用し、先進技術の見本市の開催等、企業連携や交流等を促進し、イノベーション

や地域活力の向上を実現 

・東側の公共施設群及び狭山丘陵までのアクセス利便性向上のため、自動運転の導入等、フィーダ

ー交通（※）を充実 

 

 

  

※フィーダー交通とは、幹線となる鉄道やバス交通に対し、支線としての役割を担う交通の 

ことをいいます。 
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（３）モノレール沿線まちづくり構想（平成３０年１２月／東大和市・武蔵村山市・瑞穂町）                  

 同構想では、沿線の将来像及び施策の方向性について、下図のように示しています。 

 

図：沿線の将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：施策の方向性 
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（４）住宅市街地の開発整備の方針（令和５年３月／東京都）                 

 同方針は、良好な住宅市街地の開発整備をはかるための長期的かつ総合的なマスタープ

ランです。大規模な住宅市街地整備事業が行われる地区、公的住宅の建替えなどが行われ

る地区などの中から、良好な住宅市街地の形成をはかるために一体的かつ総合的に整備、

開発すべき地区を重点整備地区として選定しており、瑞穂町においては下図の５地区が選

定されています。 

 

図：重点整備地区 

（出典：住宅市街地の開発整備の方針（令和５年３月／東京都）） 
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（５）瑞穂町都市計画マスタープラン（令和３年３月）                   

 同マスタープランにおいて、将来都市像及び将来都市構造を次のように示しています。 

 

               

 

 

 

拠点 形成方針 

みずほの顔交流拠点 多摩都市モノレールの延伸と一体的に交通ターミナル機能を高め、商

業・業務および各種利便施設の集約化により、商店の活性化をはかり、人、

交通、情報が集積する、景観的にも美しいまちの表玄関・顔づくりをすすめ

ます。 

みずほの街交流拠点 各種公共・公益施設に潤い空間やオープンスペースを確保し、修景化な

どをはかり、瑞穂町全体をサービスする中枢的な諸機能が集積立地する都

市サービスやコミュニティの中心拠点を形成します。 

生活サービス拠点 商業（工業を含む）・業務施設のほか、日常生活に身近な各種利便施設

の整備・集約化により、日常生活の利便性の向上をはかるとともに、地域の

交流を促進する生活サービス拠点を形成します。 

みずほの森交流拠点 自然環境の保全や既存資源をいかした環境整備を要望し、美しい自然

や景観、里山の文化などを体験できる広域の観光・レクリエーション拠点と

して機能の向上をはかります。 

みずほの郷交流拠点 農と水辺、歴史や文化にふれることのできる交流拠点を形成します。農

業の多角化・高度化、農業体験や多様な担い手の確保と育成による就農

支援、農作物販売施設の機能整備をはかります。 

狭山池公園の周辺を含めた環境整備・修景化など、水辺とふれあえる親

水空間を保全します。 

歴史や文化の勉強会、イベント開催など、瑞穂町の歴史や文化を発信し

ます。 

新産業導入・育成拠点 既存工業環境の改善・向上をはかるとともに、土地の高度利用や企業の

誘致などをすすめ、新たな産業、イノベーションを創出し育成する拠点とし

て機能の形成をはかります。 

都市交通軸 

 

都市の骨格を形成し、都市間における交通を円滑に処理する交通軸とし

て整備を要請します。 

交流・回遊軸 安全に楽しみながら都市を回遊（通勤、通学、買い物、散歩など）できる

歩行空間・動線軸を保全、整備します。 

産業ネットワーク軸 広域交通利便性をいかした新産業の集積と活性化につながる物流空間 

・動線軸を整備します。 

地区間交流軸 瑞穂町に適した集約化のかたちとして中心地区と各地区を結び、円滑な

交流を支える自動車・自転車空間、動線軸を整備します。 

 

  

【将来都市像】 

新たな流れを創出する都市 瑞穂 ～未来都市構想～ 

【将来都市構造】 
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図：将来都市構造 

（出典：瑞穂町都市計画マスタープラン（令和３年３月）） 
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【土地利用方針（要約）】 

ゾーン 形成方針 

商業業務 

ゾーン 

ＪＲ箱根ケ崎駅周辺では、多摩都市モノレールの延伸と一体となった、交通結節機能の充

実による駅利用者の増加を見据え、まちの中心地としての新たな都市機能の形成や商業業

務地としての整備をすすめます。多摩都市モノレールの新駅周辺では、新たな生活サービ

ス拠点としての機能形成をはかるとともに、新産業導入・育成拠点や観光資源への新たな

玄関口としての商業業務地づくりを検討します。 

また、地域のコミュニティの核、町民の集える場など地域密着型の商店街づくりを支援す

るとともに、都市基盤の整備や景観形成などにより、来訪者の回遊の核にふさわしい魅力あ

る商業業務地の形成をはかります。 

沿道サービ

スゾーン 

後背地の居住環境に配慮するとともに、交通量の多さをいかして、幹線道路沿道にふさ

わしい商業・業務・沿道サービス施設などが立地する沿道サービス地の形成をはかります。 

工業・産業・

流通ゾーン 

圏央道や国道１６号、新青梅街道といった主要幹線道路へのアクセス利便性や土地のま 

とまりなどの立地特性を的確に捉え、地区に適した産業地の方向性を「産業振興ビジョン」 

で示すとともに、栗原地区や西平地区、武蔵地区などの新たな産業地形成をすすめる地区 

については、土地条件と交通環境が整い、周辺環境への影響にも配慮した計画的な都市基

盤整備をすすめることにより、企業誘致につながる優良な産業地の創出をはかります。 

また、企業誘致の機会をとらえ、サテライトオフィスやインキュベーション施設の誘導をは

じめとした魅力的なまちづくりをすすめ、イノベーションを創出する「多摩イノベーション交

流ゾーン」に適した拠点の形成をめざします。 

住宅ゾーン 既存住宅地については、居住環境の保全・育成をはかるために、道路・公園などの改善、

適切な維持管理につとめます。また、空き家の活用方法を検討します。 

新たに整備する住宅地については、多摩都市モノレールとの一体性や職住近接のまちづ

くりをふまえた、生活利便性と移動利便性の整った計画的な市街地整備をすすめます。 

多様な世代のニーズや多世代居住・都市型の二地域居住といった多様な居住形態に対

応し、戸建て住宅を主体としつつ集合住宅も許容したゆとりある良好な居住環境を有する

住宅地の形成をはかります。 

田園住宅 

ゾーン 

営農環境を保全し、既存の田園集落環境の維持・改善に向けた取組をすすめます。ま

た、当面農地の観光、景観資源としての活用をはかるとともに、将来的な都市的土地利用に

ついて検討します。 

田園ゾーン 営農環境を保全し、農業振興につとめるとともに、既存の田園集落環境の維持・改善に

向けた取組をすすめます。また、農地の観光、景観資源としての活用をはかります。 

緑地ゾーン 狭山丘陵や町内各所の平地林などの豊かな自然環境は、官民による多様な取組により、

その保全につとめます。また、自然環境を有効に活用し、観光振興や町民交流の場の創出

をはかります。 

整備構想地 市街化調整区域のうち市街化区域への編入をめざす５地区を整備構想地として位置付

けます。 

東京都「多摩部１９都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」で市街化区

域への編入の位置付けがある地区については、市街化区域編入に向けた取組をすすめま

す。位置付けのない地区については、東京都「多摩部１９都市計画 都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針」での位置付けに向け、関係機関との調整を行います。 

  



第４章 上位関連計画におけるまちづくりの方向 

24 

 

 

 図：土地利用方針 

（資料：瑞穂町都市計画マスタープランに加筆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No.７駅 

No.６駅 
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（６）瑞穂町道路整備方針（令和５年３月）                                    

 

年次目標 令和１４年(２０３２年) 

道路の将来像 
「みらいにつながる道づくり」～快適な道路ネットワークの確立をめざして～ 

道路整備の基本

理念及び基本目

標 

基本理念 基本目標 

まちづくりと連携し

た道路整備 

・まちづくりと連携した道路の空間確保の推進 

・地域拠点等と連携した道路ネットワークの形成 

住民ニーズに対応し

た生活者視点からの

道路整備 

・住民意見やニーズ把握による効率的整備の推進 

・歩行者、自転車空間の計画的整備の推進 

選択と集中による重

点的かつ効果的な道

路整備 

・事業の優先順位付けや集中投資等の柔軟な運用によるコス

ト縮減と効果的整備の推進 

将来の道路網 （1）主要幹線道路 

国道１６号については、福生３・４・１０号（東京環状線）の暫定整備箇所の早期

完成を国に要望するとともに、整備後の道路環境の保全を国に要望します。 

新青梅街道については、拡幅により渋滞緩和をはかり円滑な道路交通の確保を都に

要望します。 

 

（2）幹線道路 

外環状道路として都道１７９号所沢青梅線を、都市内の幹線道路として都道１６６

号瑞穂あきる野八王子線を、またＪＲ箱根ケ崎駅から羽村市方面へつながる都道１６

３号羽村瑞穂線と、圏央道へのアクセス機能を担う青梅３・４・１３号（青梅東端線）

を幹線道路に位置付け、主要幹線道路や地区幹線道路との連携による円滑な道路交通

の確保をはかります。 

 

（3）地区幹線道路 

地区幹線道路として、主要幹線道路および幹線道路を除く、市や町を結ぶ道路を

位置付けます。既成市街地の都市計画道路については、整備に向けた取組を長期的

にすすめます。新市街地においては、土地区画整理事業などの面整備事業などとあ

わせ、土地利用と融合した道路整備をすすめます。 

 

（4）生活道路（主要な道路） 

生活道路（主要な道路）は幹線道路や地区幹線道路を補助し、地区内の自動車交

通のサービスを受け持つ道路であるとともに、歩行者・自転車・車いす等が安全に

通行できる道路としています。生活道路（主要な道路）の整備は、関連する基盤整

備事業の契機など、その機会を捉えて整備をすすめていきます。 

 

（5）生活道路 

生活道路の整備は、沿道地権者からの要望や、狭あい道路改善の必要性及び関連

する基盤整備事業の契機など、その機会を捉えて整備をすすめていきます。 

都市計画道路の

整備目標 

町の都市計画道路の整備状況は、令和２年３月現在、１５路線で６３．７％の進捗

となっています。町では今後１０年間で６７．８％の進捗を目指します。 
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図：将来道路網 

（資料：瑞穂町都市計画マスタープランに加筆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊概成：計画幅員の 60％以上を有する区間 

No.７駅 

No.６駅 
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（７）瑞穂町立地適正化計画（令和７年３月）                            

 同計画は、商業施設、医療・福祉施設や住居等がまとまって立地し、これら生活サービ

ス拠点を公共交通によって結ぶことで、誰もが暮らしやすい「コンパクト・プラス・ネッ

トワーク」の都市をめざすものです。この中で、都市機能誘導区域と居住誘導区域につい

て次のとおり設定しています。 

 

図：居住誘導区域・都市機能誘導区域（出典：瑞穂町立地適正化計画／令和７年３月） 

都市機能誘導

区域 

都市再生をはかるため、医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能増進施設

の立地を誘導すべき区域 

居住誘導区域 一定エリアにおいて人口密度を確保し、居住者の生活の利便性を保つために 必

要なサービスやコミュニティの維持をはかるように居住を誘導する区域 
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第５章 No.６駅周辺まちづくり基本計画                           

（１）全体構想                                     

No.６駅周辺については、殿ヶ谷土地区画整理事業による工業・流通業務地の形成や武蔵

地区における産業近代化拠点の形成等により、町の新たな産業拠点を創出します。また、

駅前空間としてバス乗降場や駐輪場の整備をはかり、モノレールと公共交通のネットワー

ク強化をはかります。さらに、新青梅街道沿道への商業業務地の形成を促進します。 

 

全体構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①駅前空間のにぎわい創出                                    

・殿ケ谷地区と武蔵地区のまちづくりに伴う新たな雇用者や来訪者、地域住民の交流を

促進し、にぎわいを創出します。 

②産業近代化拠点の形成                                     

・武蔵地区において、産業系ではイノベーションやデジタル研究開発、農業系では六次

産業やスマート農業等の近代的な産業を誘致・育成します。 

・町民の健康増進やスポーツを通じた交流促進のための地域体育施設の整備、また新青

梅街道南側における広域避難場所の確保をはかります。 

・殿ヶ谷土地区画整理事業により形成される工業・流通業務地との機能連携を促進しま

す。 

・拠点の形成に際しては、持続可能なまちづくりの観点から、気候変動への対応や新た

なライフスタイルへの対応をすすめます。 

③交通ネットワークの強化                                                         

・新駅設置と併せ、モノレールとバス、タクシー等との乗り換えを行うための交通結節

点（交通広場）整備やバリアフリー化をすすめ、町内外との地域公共交通ネットワー

クを強化します。 

・福生都市計画道路３・５・２３号（石畑中央線）の整備により、青梅街道へのアクセス

強化をはかります。 
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（２）既往の取組                                    

①殿ヶ谷土地区画整理事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：殿ヶ谷土地区画整理事業区域 

 

 

 

 

 

 

 

  

■瑞穂町殿ヶ谷土地区画整理事業概要 

（令和６年５月２７日現在） 

施行者名 瑞穂町殿ヶ谷土地区画整理組合 

施行面積 約３８．８ヘクタール 

施行期間 平成８年６月１１日～令和１３年３月３１日 

総事業費 約１５９億円 

殿ケ谷地区は、瑞穂町の産業基盤を担

う重要な工業ゾーンとして位置付けら

れており、市街地基盤の整備改善と環境

整備を行っています。 

事業区域の隣接地には都内最大の売

場面積３８，２００㎡を有する大型商業

施設が立地しており、人の流れやにぎわ

いが一層活発化することが期待されま

す。 

（出典：瑞穂町殿ヶ谷土地区画整理組合公表資料に加筆） 

大型商業施設 

No.６駅計画位置 

区画道路 

公  園 

ＪＲ箱根ケ崎駅 
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②新青梅街道沿道地区地区計画 

新青梅街道の北側沿道に設定された同地区計画では、建築物の用途の制限のほか、良好

な沿道づくりのためのルールが設けられています。 

 

図：新青梅街道沿道地区地区計画 

 

表：まちづくりのルール 

（出典：新青梅街道沿道地区 地区計画の手引きパンフレット／都市計画課） 

建築物の用途の制限 ◆ホテルまたは旅館は建築できません。 

建築物の敷地面積の 

最低限度 

◆敷地の細分化を防ぎ、土地を有効利用するために 130 ㎡とします。 

注）ただし書きがありますので詳細は上記出典資料を確認ください。 

壁面の位置の制限 ◆新たに建築物等を新築・増改築する際には、建築物等の外壁又はこれに代

わる柱の面と道路等の敷地境界線を 0.5ｍ以上後退する必要があります。 

注）ただし書きがありますので詳細は上記出典資料を確認ください。 

建築物の形態又は色彩そ

の他意匠の制限 

◆広告塔や広告板、案内板の表示面積は７㎡以下とします。また建築物の壁

面から突出するものは５㎡以下とします。これらは、本地区外の施設ために

は設置できません。 

◆屋外外壁や屋外広告物、工作物等は、刺激的な色彩や装飾を避け、周辺環

境に調和したものとします。 

垣又はさくの構造の制限 ◆道路に面して設ける垣又はさく（門柱を除く。）の構造は、生垣あるいは透視

可能なフェンス等とします。なお、コンクリートブロック塀等を設ける場合は、

その部分の高さを 1.0ｍ以下としてください。 

緑化のルール（土地の利

用に関する事項） 

◆緑豊かで潤いのある街並みを形成していくため、景観に配慮した緑化に努

めてください。 
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（３）今後の取組                                  

①産業近代化拠点整備計画 

瑞穂町産業振興ビジョン（令和４年３月）では、町の産業における課題として、従業員

の高齢化や人材確保、事業承継が上位に挙がっています。また、町内事業所の経営力強化

や時代の変化に対応する産業構造の構築等が求められています。モノレール延伸の機会を

いかし、課題解決に向けた施策を展開することで、持続可能な都市づくりを行うことが必

要です。    

このため、殿ヶ谷土地区画整理事業区域と連携をはかりつつ、イノベーションやスマー

ト農業等の近代的産業の導入を促進する機能と交通結節機能等とが融合した拠点を形成し

ます。 

構想のある武蔵地区は、市街化調整区域の中に農業振興地域を含んでいます。農業振興

地域をいかしつつ都市との調和をはかるため、拠点整備の具現化に当たっては学識経験者

等を交えた検討委員会を設置し、要件定義や事業スキームについて検討を行います。また、

地域体育施設や地域防災ゾーンについては、別途体制を構築し、検討を行います。さらに、

市街化区域編入に向けては、関係地権者や国、東京都等と協議・調整をすすめます。 

 

図：産業近代化拠点整備計画（瑞穂町作成） 
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表：産業近代化拠点各ゾーン・施設の考え方 

ゾーン・導入施設 考え方 

交通結節点 交通広場  モノレール利用者及び各ゾーンの利用者等がバス、タクシー

を利用するための施設として設置します。 

駐車場・駐輪

場 

 モノレール利用者及び各ゾーンの利用者等が利用する駐車

場・駐輪場を設置します。 

 モノレール利用者用の駐輪場については、別途、No.６駅に近

い位置へ設置します。 

地域施設・地

域防災ゾーン 

地域体育施設  町民や近隣就業者の健康増進やスポーツを通じた交流づくり

の拠点施設として設置します。 

 多世代の有効活用に配慮し、様々な屋内競技に対応した機能

を導入します。 

防災拠点施設  地震等の大規模災害が発生した場合に備え、新たな防災拠点

施設（災害備蓄倉庫等）の設置を検討します。 

 既存の武蔵災害用資材置場との統合をはかります。 

一時避難場所  災害時に一時避難ができるスペースを確保します。 

イノベーショ

ン創出ゾーン 

研究・開発施

設等 

 「健康・スポーツ」、「医療・福祉」、「環境・エネルギー」、「危

機管理」等の成長産業分野を中心に、都市課題の解決に資す

る技術・製品開発テーマを明らかにし、新たな技術・製品開

発に取り組むための機能を導入し、「多摩地域のイノベーショ

ン拠点」を目指します。 

産業育成ゾー

ン 

インキュベー

ションオフィ

ス等 

 産業のデジタル化・ＤＸ化の推進や産官学連携等、多様な人

材交流により、新たなビジネスの育成をサポートするための

機能を導入します。 

 新たに創業をめざす起業家の育成（インキュベーション）を

はかり、事業成功に導くサポートを行うための機能を導入し

ます。 

農用地活用 

ゾーン 

スマート農業

関連施設等 

 農用地という良好な環境条件や横田基地との近接性等を踏ま

え、六次農業、ハイテク農業（スマート農業）等の先進農業

推進拠点としての機能を導入します。 

 農家との協働により、新たな農業振興のための拠点（農産物

販売等）として位置付けます。 

沿道商業業務

地区 

ロードサイド

型店舗等 

 新青梅街道に面する側は、駅前の顔となるロードサイド型の

飲食関連店舗等の立地誘導をはかります。 

 

 

 

 

 

  

【イノベーションとは･････】 

モノ、仕組み、サービス、組織、ビジネスモデル等に新たな考え方や技術を取り入れて新しい価値を

生み出し、社会に大きな「革新」「刷新」「変革」をもたらす取組です。我が国の企業ではよく「技術

革新」と表現されます。 
 
【インキュベーションとは･････】 

（卵等が）ふ化するという意味です。これになぞらえ、起業家の育成や、新しいビジネスを支援する

施設を「（ビジネス）インキュベーション」と呼びます。 

 

【ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）とは･････】 

企業がビジネス環境の激しい変化に対応するために、デジタル技術を活用し、業務、組織、プロセス、

企業文化・風土を変革し、新たなデジタル時代にも十分に勝ち残れるよう自社の競争力を高めること

をいいます。 
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①－１交通結節点（交通広場、駐車場、駐輪場） 

交通広場については、「交通空間」と「環境空間」を考慮して必要な機能を配置すること

で利便性の高い交通結節点を形成します。また、駐車場、駐輪場については、利便性に配

慮し、設置します。 

   

図：交通広場（駅前広場）の機能 

（出典：駅まち再構築事例集（令和２年７月／国土交通省都市局街路交通施設課）） 

 

図：交通広場の整備イメージ（瑞穂町作成） 
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①－２地域施設・地域防災ゾーン（地域体育施設） 

既存施設である「瑞穂中央体育館」は、築５０年が経過しており、老朽化が顕著です。

このため、新たな地域体育施設の整備が必要です。これを踏まえ、町民や近隣就業者の健

康増進やスポーツを通じた交流促進の拠点として、モノレールのアクセス利便性をいかし

た地域体育施設を設置します。具現化に向けては、民間活力の活用も視野に入れ、町民の

意見を伺いながら検討します。 

 

図：瑞穂中央体育館の概要（出典：瑞穂町公共施設個別施設計画／令和６年３月） 

建築年度 昭和４９（１９７４）年度 

構  造 鉄筋コンクリート造 

延床面積 １，６２９㎡ 

その他 瑞穂町地域防災計画に基づく「指定避難所」指定 

施設の現況 耐震補強工事実施済であり、内装面では、仕上げの破損や亀裂、塗装の剥離など

散見される。外装では、屋根や庇、外部階段、雨どいなどで防水不良による白華

現象等の劣化が見受けられる。特に、正面玄関の庇は、軒裏部分で鉄筋の発錆と

それに伴うコンクリートの爆裂が発生し、構造強度の低下も懸念される。 

施設の課題 ●施設の老朽化は顕著に表れ、維持管理及び修繕に必要な経費が年々増大して

いるため、大規模改修を検討する必要があります。限られた財源で運営してい

るため、維持管理では充分な整備状況とは言えない状況です。 

●各施設ともにいたずらによる破損等も多く、施設への不法侵入防止対策や、障

害者利用対策（バリアフリー化）も課題です。 

今後（１７年

間）の方針 

●令和６年度で建築後 ５０年が経過するため、大規模改修（長寿命化）による

耐用年数の延長は実施しません。令和１６年度までに施設更新の検討をすす

める必要があります。 

●スポーツ・レクリエーション系施設は、更新（建替え）を検討する上で、利用

者ニーズ・コスト面の効果を把握するとともに、複合化・多機能化又は民間活

力の導入を含めた施設整備を目指します。 

 

 

①－３地域施設・地域防災ゾーン（防災拠点施設、一時避難場所） 

防災拠点施設については、大規模災害が発生した場合に備え、災害備蓄倉庫等を整備し

ます。また、一時避難場所については、各ゾーンとの連携を含め、災害時に対応できる施

設を整備します。 
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①－４イノベーション創出ゾーン 

 瑞穂町産業振興ビジョン（令和４年３月）に基づき、産業近代化拠点におけるイノベー

ションの創出をはかります。様々な事例を参考にしながら、関連事業者の誘致をはかりま

す。 

 

瑞穂町産業振興ビジョン（令和４年３月） 

【将来像】 

 

 

 

・各産業において、先端技術の活用によりデジタル化・ＤＸが推進され、生産性や付加価値の

向上および新たな製品・ビジネスが創出されている。 

・産官学連携等、分野を超えた多様な主体が連携し、新たな魅力価値が生まれている。 

・地域資源の魅力が最大限に活用・発揮され、町の知名度・イメージ向上および発展ととも

に、町外から人・企業が集まり、産業の活性化とにぎわいが生まれている。 

・町内事業者や町で働く人々が町に誇りを持ち生活の豊かさを実感しながら働いている。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の方向性】 

●イノベーションの創出 

・多摩都市モノレールの延伸と一体となったまちづくりや土地区画整理事業をすすめ、優良な

産業地の形成や商業業務地としての整備を推進する。 

・圏央道や国道１６号等の広域交通利便性を活かした産業地としての優位性を活かし、企業誘

致を促進するとともに、サテライトオフィスやインキュベーション施設の誘致等をはかり、

イノベーションの創出に適した産業拠点の形成をめざす。 

 

●オープンイノベーションの促進 

・町内中小企業の高い技術力を活用した異業種・他分野等の多様な連携等による新製品・新技

術の開発を支援することで、新たな価値創造への取組を促進するとともに、地域産業の活性

化をはかる。 
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【イノベーションに関する国の動向について】 

経済産業省では、イノベーション・技術開発支援のための取組として、「ものづくり補助金」事業

を行っています。本事業は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する経

営環境の変化（働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等）等に対応するた

め、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善

を行い、生産性を向上させるための設備投資等の支援を行うものです。 

 

＜ものづくり補助金の活用事例（出典：経済産業省ホームページ）＞ 

 

 

 

 

 

 

【オープンイノベーションについて】 

オープンイノベーションとは、製品開発や技術改革、研究開発や組織改革などにおいて、自社

以外の組織や機関などが持つ知識や技術を取り込んで自前主義からの脱却をはかることをいいま

す。 

経済産業省では、革新的な技術・サービスを有する地域企業・スタートアップのオープンイノ

ベーションによる新事業創出のため、外部連携に意欲的な大手企業・海外企業（外資系企業）の

課題・ニーズをオンラインで発信し、効果的に引き合わせを行う取組を行っています。 

 

図：オープンイノベーション・プラットフォームのイメージ 

（出典：経済産業省関東経済産業局ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜カフェ＞               

夫婦で営業するカフェが「クッキ

ー生地の食べられるコーヒーカ

ップ」を開発。補助金を活用して

「可食容器製造機械」を導入。 

＜果樹園＞                

果樹園を経営する農家が補助

金を活用して、地域特産品の金

柑を密閉冷凍するための「急速

冷凍機」を導入。 

＜寝具店＞               

ネット通販により売上減少に悩

む寝具店が店舗販売を強化す

るため、補助金を活用して寝心

地を計測するセンサーを導入。 
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①－５産業育成ゾーン 

 産業育成ゾーンにおいては、新たな起業家の育成支援を行う施設を導入します。 

 

東京都認定インキュベーション施設事例（出典：東京都産業労働局ホームページ） 

●BUSO AGORA/インキュベーションオフィス＆コワーキングスペース（東京都町田市） 

飲食事業を中心に事業展開をする株式会社キープ・ウィルダイニングが運営している。カフェ

のリラックスした空気感とオフィスの快適な設備を兼ね備え、約５２０㎡の広々とした空間で

快適なワークタイムを提供している。インキュベーション マネージャー(事業アドバイスを行

う専門家)が在籍しており、起業家への相談・サポートを行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●町田新産業創造センター（東京都町田市） 

「まちだ未来づくりプラン」の実現に向けて具体的な事業と取組を定めた「町田市新５か年計

画」に基づき、町田市（９０％）、町田商工会議所、株式会社きらぼし銀行（各５％）が出資

し、２０１３年１月に設立された創業支援機関である。旧第３庁舎を活用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●quantum cross point 神楽坂（東京都新宿区） 

東京理科大学産学連携やVCとの連携を通じた独自のエコシステムを構築し、事業創出や事業拡

大が期待できる特徴的なビジネス環境の提供をはかる。本施設ではＧＰＵデーターサーバーを

設置する予定であり、入居者は個人のＳＳＤ（データ保存媒体）を使用し、オンプレミスでサ

ーバー環境を構築することが可能となる。 
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①－６農用地活用ゾーン 

瑞穂町農業振興計画（令和３年３月）における基本施策を踏まえ、スマート農業の推進

をはかります。スマート農業とは、情報やデータ技術を利用して生産システムと運営を最

適化する農業です。また、「新たな農業振興のための拠点整備」については、ＤＸを活用

した地場農産物の直接販売（農産物直売所）や食品加工施設など「稼ぐ農業」等について

検討します。 

 

瑞穂町農業振興計画（令和３年３月）  

【基本施策】 

●スマート農業の推進（前期 R3～R7、後期 R8～R12） 

・農業者の高齢化や担い手不足が見込まれる中、生産性を向上させるために有効であるロボッ

ト、ＡＩ、ＩｏＴなどの新たな技術を活用したスマート農業の導入を促進する。 

・限られた農地で最大の収益を上げられるよう、 東京都が推進する「東京型統合環境制御生産

システム（東京フューチャーアグリシステム ※）」などの先進技術の活用を推進する。 
 ※ICT を活用し、コンピューターが日照量や温湿度等の環境条件をもとにリアルタイムで計算、自己判

断し、ハウス内環境を全自動で制御する。 

●新たな産業振興のための拠点整備 

・今後の町の農業振興をはかるためには、農畜産物の生産性の向上、販路拡大、ブランド化など

さまざまな課題がある中で、新たな農業振興のための拠点整備を検討していく必要がある。 

・他の自治体の取組を研究するとともに、農業者や関係機関を交え、新たな農業振興のための拠

点整備について検討する。 

 

 

図：スマート農業について（抜粋） 

（出典：スマート農業をめぐる情勢について（令和６年４月／農林水産省）） 
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（資料：スマート農業をめぐる情勢について（令和６年４月／農林水産省）を基に作成） 

 

 

 

第６回宇宙開発利用大賞 

内閣総理大臣賞 

衛星データを活用した土壌分析技術及び農地区画化技術の提供 

〇ＡＩで衛星画像を解析することで、作物の生育状況や農地の土
壌の状態を見える化できるサービスを提供 

イチ Biz アワード 2023 

最優秀賞 

レポサク-車両と圃場の管理システム 

〇農業車両の電源に挿すだけで準天頂衛星システムによる高精度
測位データを受信できる端末を開発し、スマホ等で簡単に農作
業の進捗状況をリアルタイムに確認できる 

第 10 回ロボット大賞 

農林水産大臣賞 

自動収穫ロボットを活用した再現可能な農業の実現 

〇ハウス内に貼られたワイヤ上をロボットが移動し、ＡＩで収穫
適期のピーマンを判定・収穫 

第 10 回ロボット大賞 

中小・ベンチャー企業賞 

（中小企業庁長官賞） 

総菜盛付ロボット 

〇ポテトサラダなどこびりつきの多い不定形な食材を、決められ 
 た重量を計測して掴み、一般的な食品工場で求められる生産ス

ピードでトレーに盛り付ける 
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②沿道商業業務地 

新青梅街道拡幅後の沿道においては、駅前の顔となるロードサイド型の飲食関連店舗等

の立地誘導をはかります。また、地区計画等の手法により、街並みの統一をはかります。 

 

写真：沿道商業業務施設のイメージ（多摩都市モノレール既開業区間） 
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③福生都市計画道路３・５・２３号（石畑中央線） 

福生都市計画道路３・５・２３号（石畑中央線）は、地域間交通軸として No.６駅の南北

アクセスを担う重要な道路です。新青梅街道から南側の区間は殿ヶ谷土地区画整理事業に

より整備がすすんでいますが、北側の区間は未着手となっています。今後は、福生都市計

画道路３・５・１７号（狭山ヶ岡線）が未整備であることを踏まえ、青梅街道までの区間

を先行して整備し、No.６駅とのアクセス利便性の向上をはかります。なお、当該区間は、

「東京都・特別区・２６市２町の東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計

画）」における優先整備路線に位置付けられています。 

当該区間の整備については、街路事業（用地買収方式）を想定しています。 

 

図：福生都市計画道路３・５・２３号（石畑中央線）の先行整備区間 

（資料：瑞穂町航空写真に加筆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図：福生都市計画道路３・５・２３号（石畑中央線）の標準断面 

※幅員構成については、場所によって異なる場合があります。 
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図：街路事業の概要（瑞穂町作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業及び測量説明会の開催 

現況測量の実施 

用地測量の実施 

事業着手の手続き 

用地説明会の開催 

用地取得・建物補償等 

工事説明会の開催 

工事着手 

事業完了 

街路事業は、都市計画線内の土地を取得して都市計画道路を整備します。また事

業の流れについては一般的に下図のようになります。 
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第６章 No.７駅周辺まちづくり基本計画                      

（１）全体構想                                     

No.７駅周辺においては、町の玄関口としてふさわしいまちづくりを行うべく、商業業務

施設の集積を誘導し、回遊性やにぎわいの創出、魅力ある駅前空間への再編をはかります。

また、西口周辺においては、公有地を有効活用し、モノレールの開業後を見据えた土地利

用を検討していきます。 

 

全体構想 

 

 

 

 

 

 

  

①回遊性の向上、にぎわいの創出                                

・ＪＲ箱根ケ崎駅周辺は、中心市街地にふさわしい商業・業務機能が不足していること

から、にぎわいのある駅前空間づくりへ向け、ＪＲ箱根ケ崎駅と多摩都市モノレール

No.７駅間の乗換流動を活用した商業・業務機能を集積し、回遊性の向上と歩行者ネッ

トワークの強化をはかります。 

・多摩都市モノレールが利用できるようになることで交通利便性が向上するため、ＪＲ

箱根ケ崎駅周辺に病院、スーパー等の生活利便施設の誘致も検討します。 

②駅前空間の再編                                    

・多摩都市モノレール No.７駅の整備に伴う公共交通の利便性向上を契機とし、バリア

フリー化の推進や駅周辺に魅力のある都市機能の集積を誘導し、交流人口の増加をは

かります。 

・駅周辺の魅力向上とあわせて、駅周辺に住宅と商業の均衡がとれた、土地利用の誘導

をはかります。 

③地域交流の活性化                                                                                           

・ＪＲ箱根ケ崎駅西地区の公有地は、駅前という好条件をいかした有効活用をはかるこ

ととし、モノレールの開業後を見据えた土地利用を検討します。 
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（２）既往の取組                                   

①瑞穂町箱根ケ崎駅西土地区画整理事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：瑞穂町箱根ケ崎駅西土地区画整理事業区域（出典：瑞穂町航空写真に加筆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■瑞穂町箱根ケ崎駅西土地区画整理事業概要 

（令和６年３月３１日現在） 

施行者名 瑞穂町 

施行面積 約２７．４ヘクタール 

施行期間 平成８年３月６日～令和１４年３月３１日 

総事業費 約１９９億円 

箱根ケ崎駅西地区は、ＪＲ箱根ケ崎

駅に隣接し、町の中心市街地を形成す

る地区であるものの、都市基盤が未整

備のまま市街化がすすみ、交通、排水

等居住環境の悪化がすすんでいまし

た。このため、道路、公園等の整備を

行うとともに、宅地の利用増進をはか

り、駅周辺の活性化と健全な市街地の

形成をはかることを目的とし、土地区

画整理事業を実施しています。 

区域内には地区計画が設定されており、駅

前広場を中心に、住宅地が形成されつつあり

ます。 

ＪＲ箱根ケ崎駅 

No.７駅計画位置 
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②箱根ケ崎立体交差事業 

青梅街道において、踏切の渋滞解消や歩行者の安全確保等のため、道路とＪＲ八高線

とを立体交差化する事業が東京都建設局によりすすめられています。また、防災性の向

上等を目的として、電線類が地中化されます。 

 

図：箱根ケ崎立体交差事業完成イメージ（出典：東京都建設局パンフレット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：箱根ケ崎立体交差事業の位置（出典：瑞穂町航空写真に加筆） 

  

ＪＲ箱根ケ崎駅 

青梅街道踏切 

No.７駅計画位置 
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（３）今後の取組                                  

①連絡通路基本計画 

 No.７駅は、東口駅前広場を挟んでＪＲ箱根ケ崎駅と接続します。このため、両駅間の乗

換利便性の確保を目的として、駅前広場を改修するとともに連絡通路を設置します。また、

No.７駅利用者のための駐輪場も付近に設置します。さらに、町の玄関口かつ中心市街地と

してのにぎわい創出や回遊性の向上、交流活性化を促進するためのデッキ広場を設けます。 

 

図：駅前空間の整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No.７駅 

連絡通路の設置 

ＪＲ箱根ケ崎駅 都道１６６号 

駐輪場の設置 

デッキ広場の設置 

昇降施設 
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 連絡通路の幅員は、健常者が２名ずつ相互通行できる幅員とします。 

 

図：乗換連絡通路の計画幅員（瑞穂町作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：道路利用者の基本的寸法 

（出典：道路構造令の解説と運用（令和３年３月／公益社団法人日本道路協会）を基に作成） 

  

（単位：ｃｍ） 

車椅子 自転車 
人（成人男子、

荷物等なし） 
杖使用者 

（２本） 
シルバーカー 

静止状態 

通行状態 

45 

70～75 

60 

100 100 120 

70 90 

100 

70 
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写真：有効幅員３ｍの通路例１（東武東上線上福岡駅／埼玉県ふじみ野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：有効幅員３ｍの通路例２（大泉学園駅北口ペデストリアンデッキ／練馬区） 
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②にぎわい、回遊性創出に向けた取組 

モノレール延伸部分の開業により、No.７駅とＪＲ八高線との乗換利用者など新たな人の

動きが生まれます。これらの人々を取り込み、地域のにぎわいの創出に資する取組をすす

めます。ＪＲ箱根ケ崎駅周辺には商業施設や飲食店が不足し、人の滞留が少ないという現

状があります。このため、地権者、事業者、地域等と協力しながら、にぎわいと回遊性の

創出をはかり、人々が集まる魅力的な駅前づくりを推進します。にぎわいを町全体へ波及

させていくことも重要であり、地域資源の利活用や、観光プロモーション活動等により、

人々の移動や交流を促します。 

また、これらの取組を実現するため、東京都の「まちづくりマッチングシステム（次頁

参照）」の活用、地域の価値を維持・向上させるエリアマネジメントの考え方を取り入れた

取組（次頁参照）など、「駅まち空間（※）」づくりについて検討します。 

 

写真：にぎわい・回遊性づくりのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

魅力的な駅前空間・景観づくり デッキ広場との連携 

人々が留まれる空間づくり 

地域資源の利活用 

日用品・地場産品などの販売 カフェなど人が溜まれるスペース 

※「駅まち空間」とは、駅や駅前広場と一体的に、周辺市街地との関係も踏まえ、必要な

機能の配置を検討することが期待される空間です。 
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図：まちづくりマッチングシステムの概要（出典：まちづくりマッチングシステムＨＰ／東京都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：エリアマネジメントの概念 

（出典：エリアマネジメントのすすめ（平成 22 年２月／国土交通省土地・水資源局土地政策課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・多摩地域の自治体が登録した課題に対し、課題解決に資する技術やノウハウ、知見を有す

る専門家や団体が解決策を提案し、専門家や団体と地元自治体をマッチングさせます。 

・まちづくりに最適なメンバーで検討し、課題解決に向けた方向性を決定し、地元自治体の

まちづくりを推進させます。 

・一定のエリア内の住民、事業者、地権者等が推進組織となり、価値ある地域の形成・活性

化に向けた取組を総合的かつ継続的にすすめるものです。 

・商業業務地などでは、市街地開発と連動した街並み景観の誘導、地域美化やイベントの開

催、広報などの地域プロモーションの展開といった取り組みもあります。 
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図：駅まち空間の概念 

（出典：駅まち再構築事例集（令和２年７月／国土交通省都市局街路交通施設課）） 
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③西口公有地活用計画 

 ＪＲ箱根ケ崎駅西口地区は、土地区画整理事業が終盤を迎えており、道路交通基盤の整

備や土地利用が進展しつつあります。これを踏まえ、今後は駅西口周辺のまちづくりをす

すめます。駅西口周辺には、町が管理する２か所の公有地（※）があります。駅前という

利便性の高い場所であることから、これらの公有地を有効活用し、西口の顔となる空間づ

くりを誘導します。なお、モノレールが開業するまでの当面の期間については、地域のに

ぎわい創出のための暫定的な活用をはかります。 

 

図：公有地活用のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

   西口の顔となる空間の形成 

公有地Ｂ（面積約２，３００㎡） 

公有地Ａ（面積約１，６００㎡） 

ＪＲ箱根ケ崎駅 

公有地を活用した『ＯＨＡＫＯマーケット』の様子 

（令和６年２月４日(日)開催） 

公有地Ａ 

公有地Ｂ 

暫定インフラＯＨＡＫＯＹＡ 

（公有地Ａ内に整備） 

※公有地：現在は、区画整理事業（瑞穂町施行）の事業管理地の位置付けとなっています。 
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④将来的な土地利用方針の検討 

 公有地を活用したまちづくりについては、公益社団法人東京都都市づくり公社と瑞穂町

が協働で検討をすすめてきました。この経緯により立ち上げた『箱根ケ崎駅西公有地活用

プロジェクト（ＯＨＡＫＯプロジェクト）』を踏まえ、今後、将来的な土地利用方針を検

討します。 

箱根ケ崎駅西地区まちづくりのテーマ 

 

 

 

 

 

 

箱根ケ崎駅西地区の公有地活用検討に関する協定（令和４年３月～令和７年３月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 

 

 

 

 

 

令和６年度 

 

平成７年度(１９９５年)の事業認可から２５年余りが経過、事業完了に向け、換地処分を令和８年度(２０

２６年)に予定していることを見据え、箱根ケ崎駅西口のにぎわい創出をはかり、ポテンシャルを上げ、

将来的な利用転換につなげる。 

【短期】にぎわいの創出 【中期】コミュニティ拠点づくり 【長期】将来的な土地利用方針の検討 

公益社団法人東京都都市づくり公社と瑞穂町が協定を締結し、協働でまちづくりの検討を開始 

令和４年度 

箱根ケ崎駅西地区の公有地活用検討会 箱根ケ崎駅西地区公有地活用検討実行委員会 

●中期的検討：町・公社の職員により構成 

【検討事項】 

〇箱根ケ崎駅西地区の将来的な土地利用方針 

〇箱根ケ崎駅西口周辺の段階的にぎわい創出 

 

●短期的検討：町・公社の若手職員により構成 

【検討事項】 

〇箱根ケ崎駅西口の駅前公有地の暫定的及び

短期的なにぎわい創出に関する調査及び企

画立案 

令和５年２月：町おこしイベント『ＯＨＡＫＯ』の開催 

●町民参加のＯＨＡＫＯミートアップ、ＯＨＡＫＯミーティングを実施しながら、イベントや暫定インフラの設

置について意見交換 

●令和６年２月、町民主導による『ＯＨＡＫＯマーケット』の開催 

プロジェクトを踏まえながら、モノレール延伸を見据えた将来的な土地利用を決定 

●瑞穂町が都補助を活用して公有地に暫定インフラ（ＯＨＡＫＯＹＡ）を整備 

●町民、町、事業者による運営体制を検討し、コミュニティ拠点づくりを実施 

町、事業者、住民による事業へ展開 
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第７章 モノレール延伸と町全体のまちづくりとの連携                      

（１）多摩都市モノレール延伸とまちづくりの連携                        

 上位関連計画におけるまちづくりの連携を下図に整理します。なお、まちづくりにおい

ては、モノレールの利便性をいかし、隣接する自治体（武蔵村山市、入間市、青梅市、羽

村市、福生市など）との結びつきを強め、市町連携のもと町の発展につなげていきます。 

 

図：上位関連計画におけるまちづくりとの連携イメージ（瑞穂町都市計画マスタープランに加筆） 

 

 

 

 

 

 

  

No.６駅を中心とした 

南北道路網の整備 

武蔵地区の市街化編入による既存工業

地域と一体的な産業拠点の形成 

地区幹線道路の整備へ 

向けた取組 

土地区画整理事業による住宅

系を一部含む産業系の街づくり 

立地適正化計画に基づ

く都市機能の集積 

多摩都市モノレール沿

道 に お け る 商 業 ・ 業

務・沿道サービス施設

の集積 

市街化編入を睨み

住民意向を尊重しな

がら基盤整備のあり

方を検討 

青梅ＩＣへの至近性をいかした

工業・流通業務地の形成 

交通利便性をいかした、商業・業務・

沿道サービス施設の集積 

青梅街道及び No.６駅

と連携したバス路線の

導入 

入間市 

青梅市 

羽村市 

武蔵村山市 

福生市 
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（２）モノレールと連携した地域公共交通ネットワークの充実                   

 モノレール延伸の効果を最大限に引き出し、その恩恵を町全体に波及させるためには、

町内各地区と駅とのアクセス利便性を確保し、町全体の生活利便性を高める取組が必要で

す。このため、路線バスやコミュニティバスに加え、新たに実証実験運行を開始したデマ

ンド交通や自動運転バスを含めた地域公共交通ネットワークの充実化をすすめます。その

手段として、地域公共交通に関するマスタープランである「瑞穂町地域公共交通計画」の

策定を令和７年度に予定しています。同計画では、自家用車に過度に依存しない交通体系

の実現に向け、路線バスやフィーダー交通等のあるべき姿を描くとともに、公共交通の再

編や運行情報の提供等の施策を検討します。 

立地適正化計画及び地域公共交通計画との連携により、「コンパクト・プラス・ネット

ワーク」の都市づくりの実現を目指します。 

 

図：モノレールと連携した公共交通ネットワークのイメージ（瑞穂町作成） 
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（３）新駅の開業に伴う生活への影響について                        

 No.６駅及び No.７駅の開業に伴う住民生活への影響について、下表のように想定しま

す。 

 

表：新駅の開業に伴う生活への影響（想定） 

新駅 生活への影響 

No.６駅 

●駅周辺に広がる住宅地からの移動手段の選択肢が増え、公共交通を利用可能な時

間帯が拡大されます（ダイヤ未定）。加えて、定時性や安全性、運行本数等の確保

により移動利便性が向上し、通勤・通学環境が改善します。 

●駅周辺には、大型商業施設が立地しており、アクセス利便性の向上に伴って集客

力や持続可能性が向上します。また、新たな商業施設が出店しやすくなるなど事

業環境が改善します。 

●殿ケ谷地区には、工業の集積地が形成されつつあり、通勤環境の向上が、雇用の

創出や新たな企業の進出等を促進します。 

●福生都市計画道路３・５・２３号（石畑中央線）の整備と併せたバス交通網等の

再編により、町内他地域を含めたアクセス利便性が向上します。 

●産業近代化拠点におけるイノベーション・ＤＸ・スマート農業等の導入により、

工業及び農業の活性化が町全体に波及します。 

●産業近代化拠点において新たな起業家が育成され、定住人口及び関係人口が増加

します。 

●狭山丘陵への玄関口として、レジャー・観光需要を喚起することで、町外からの

新たな人の流れが生まれます。 

●自家用車からの交通手段の転換により、新青梅街道及びその周辺の渋滞が緩和さ

れます。 

No.７駅 

●No.７駅から立川方面へ乗換なく移動可能になり、また、西武線や京王線等との

乗換利便性が向上することで、移動経路の選択肢が充実します。 

●町の玄関口として商業・業務機能を集積し、にぎわいのある駅前空間づくりをす

すめることで、住民の生活利便性が向上します。 

●町内各地区においても、箱根ケ崎地区をハブとしたバス交通等との連携により、

モノレールの恩恵が波及します。また、町内の工業地域においては、都心方面や

埼玉県方面等からの就職機会の拡大が見込まれます。 

●ＪＲ八高線との連携により、沿線各市からの新たな移動需要が生まれることで、

駅周辺の事業環境が改善します。 

●町の顔として、魅力を発信する機能が充実することで、駅を起点とした来街者へ

の移動が促進され、町内全域の商業や観光地が活性化します。 
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（４）新駅の開業に伴う町の関連計画等への影響について                 

 No.６駅及び No.７駅の開業に伴う町の関連計画等への影響について、下表に整理します。 

 

表：新駅の開業に伴う町の関連計画等への影響 

関連計画等 新駅の影響 

瑞穂町都市計画 

マスタープラン 

（令和３年３月） 

●No.６駅周辺は、駅周辺に広がる住宅地の住民だけでなく、産業近代化拠

点や大型商業施設等の駅利用者が日常的に集まるエリアとなります。この

ため、さらなる商業・業務施設等の立地が期待され、「生活サービス拠点」

の形成がさらに促進されます。 

●No.７駅及びＪＲ箱根ケ崎駅周辺は、モノレール延伸と一体的な交通ター

ミナル機能が実装され、商業・業務機能の集積が促進されます。また、モ

ノレール延伸部のまちづくりを通じて、中心市街地にふさわしい、景観に

も優れた街並みが形成され、「みずほの顔交流拠点」の形成がさらに促進

されます。 

瑞穂町道路整備

方針 

（令和５年３月） 

●モノレール延伸部のまちづくりに伴い整備される交通結節点や公共施設

等への移動需要が発生し、道路整備が促進されます。 

●バスルート等の地域内移動に必要な道路の整備が促進され、地域公共交通

の利便性が向上します。 

●地域拠点と連携した道路ネットワークの形成により、交通円滑化がはから

れ、町全体の防災性、利便性や住環境等が向上します。 

瑞穂町立地適正

化計画 

（令和７年３月） 

●No.６駅及び No.７駅周辺は、「都市機能誘導区域」および「居住誘導区域」

に設定されています。また、No.６駅周辺に立地する武蔵地区は「準都市機

能誘導区域（※）」に設定されています。 

●新駅の開業に伴う需要増加に応じて、都市機能の誘導が期待されるととも

に、生活利便性の向上による居住誘導が促進されます。また、町外からの

移住需要の増加も期待されます。 

※【準都市機能誘導区域】 

立地適正化計画における都市機能誘導区域及び居住誘導区域は市街化区域内にのみ設定ができま

す。一方で、武蔵地区については、瑞穂町において新産業導入・育成拠点の形成が計画されてい

ます。また、「東京都都市計画区域マスタープラン」においても「多摩広域拠点域」として位置づ

けられています。当該地区は市街化調整区域ですが、この拠点形成の計画をふまえ、瑞穂町立地

適正化計画では「準都市機能誘導区域」として設定します。 
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第８章  基本計画の実現へ向けて                         

（１）取組方向について                                

基本計画の推進においては、町だけでなく、関係機関や町民の皆様の協力が不可欠で

す。今後も緊密な連携をはかりながら、協働のまちづくりをすすめていきます。 

また、ＳＤＧｓの理念を踏まえ、経済、社会及び環境をめぐる広範な課題に対して統合

的に取り組みます。ＳＤＧｓは、２０１５年に国連サミットにおいて採択された「誰一人

取り残さない」社会の実現を目指すものです。これにより、まちづくり施策との相乗効果

として政策全体の最適化、地域課題解決の加速化が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の流れについて                                 

 令和５年度の「基本構想」及び今年度の「基本計画」に基づき、令和７年度以降、具体

的な調査設計や事業計画の立案をすすめ、国や都の補助金を活用しながら、事業の実施に

向けて取り組んでいきます。 

 また、No.７駅～ＪＲ箱根ケ崎駅間の連絡通路については、交通管理者や鉄軌道事業者

等との協議・調整をすすめながら整備に向けた検討をすすめます。 

 

図：今後の流れ 
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（資料）基本計画の策定経緯                     

（１）パブリックコメントの実施                              

 基本計画（案）について町のホームページに公表し、ご意見をいただきました。いただ

いたご意見に対する町の回答については、ホームページに記載させていただいています。 

 

【パブリックコメントの実施状況】 

 ■実施期間 ：令和 6 年 8 月 20 日（火）～令和 6 年 9 月 2 日（月）まで 

 ■ご意見の数：２０件（５名） 

 

（２）まちづくり懇談会の実施                                 

 基本計画（案）について、町内外の方々にご参加いただき意見交換を行いました。 

 

【まちづくり懇談会の開催状況】 

 ■名  称：多摩都市モノレール延伸を契機とした瑞穂町まちづくり基本計画策定 

に伴うまちづくり懇談会 

■開催日時：令和６年９月２６日（木）19:00～20:30 

      令和６年９月２８日（土）10:00～11:30 

■場  所：瑞穂町役場１階ホール 

■参加者数：計３５名 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多摩都市モノレール延伸を契機とした 

瑞穂町まちづくり基本計画 

令和７年３月 

発行 瑞穂町 都市整備部 交通政策モノレール推進課 

TEL 042-513-9379 

FAX 042-556-3401 

e-mail  koutuu@town.mizuho.tokyo.jp 

mailto:koutuu@town.mizuho.tokyo.jp


 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


